
養護教諭中堅教諭等資質向上研修 校外《 社会体験 》研修実施要項 

１ 目的 

個々の能力・適性等に応じ、自ら課題とする内容を選択研修することにより、養護教諭の対人関係能

力の向上と社会の構成員としての視野を一層広げ、実践的指導力の向上を図る。 

２ 期日   令和５年８月２日（水）～ ８月４日（金） 

※ 原則として上記３日間で行うものとする。但し研修先の都合等により上記日程では不都合な

場合、担当主事と事前相談の上、団体保険適用範囲期間内に限り、変更できるものとする（土・

日は除く）。 

３ 内容  企業体験、医療施設体験、保育体験等 

４ 研修場所 

(1) 研修教員は、自ら企業や施設等の研修先を選定する。なお選定の際は、以下の点に留意すること。 

(2) 研修先での研究・研修が、教育課題の解決や授業実践等、教員としての実践的指導力の向上に役立 

つ内容であること。 

(3) 研修場所は原則として、学校又は自宅から１０km 以内の場所であること。 

５ 研修方法 

(1) 研修内容は、予め研修先と打ち合わせをしておく。 

(2) 日々の研修活動内容及び感想等を社会体験研修記録簿［社体様式６］に記入する。 

６ 手順 

(1) 研修員の「受け入れ依頼文書」［社体様式１］を６月初旬までに研修先へ提出できるよう事前に打

ち合わせをしておく。 

(2) 同時に研修先から「受け入れ承諾書」［社体様式２］に印をもらい、教育センターに提出する。 

(3) 研修員は事前に研修先と連絡を取り、勤務条件や就業規則等を確認し、何を学ぶかを明確にする。

「社会体験研修計画書」［社体様式４］、「施設概要」［社体様式５］を記入する。 

(4) 研修時の記録は「社会体験研修記録簿」［社体様式６］に１日１枚記録する（合計３枚）。 

(5) 研修終了後「社会体験研修報告書」［社体様式７］を記入し、［社体様式３］の表紙を付けて、教

育センターに提出する。  



７ 研修の心得 

(1) 初日の朝から研修先の日程に従い出勤すること。 

(2) 研修期間中の日程は研修先の日程に準ずること。 

(3) 研修の目的を自覚し、傍観的態度や指示待ちの姿勢ではなく、進んで活動に関わるようにすること。 

(4) 明るくあいさつし、言葉遣いに留意すること。 

(5) 研修先での諸体験活動については、留意事項を厳守し、事故がないように注意すること。 

(6) 研修場所に適した服装等とすること（服装・履物等について研修先と打ち合わせる）。 

(7) 各自で名札を準備し、着用すること。 

(8) やむを得ず遅刻・早退・欠勤をする場合は、事前に研修先の担当者に連絡すること。 

(9) 研修先でお世話になった方へお礼をすること。 

８ その他 

(1) 社会体験研修の３日間については、県立総合教育センターが一括して保険をかける。 

＊保険手続きのため、「承諾書」の提出は、提出期限を厳守すること。 

(2) 社会体験の各様式は、県立総合教育センターのホームページよりダウンロードする。 

(3) 提出文書は、下記の提出期限までに提出すること。 

様式 文書名 校種／提出部数 提出先 提出期限 備考 

社体 

様式１ 

社会体験研修 

受け入れ依頼 

全校種 

１部提出 

各社会体験施設 

所属長へ 
６月初旬までに  

社体 

様式２ 

受け入れ 

承諾書 

全校種 

１部提出 

県立総合教育センター 

所長宛１部 
６月１６日必着  

社体 

様式３ 

社会体験研修 

表紙 

全校種 

１部提出 

県立総合教育センター 

所長宛１部 
９月２９日必着 

社体様式３

～７をまと

め、左上１カ

所ホッチキ

ス止めし、提

出。 

社体 

様式４ 

社会体験研修 

研修計画書 

社体 

様式５ 

社会体験研修 

施設概要 

社体 

様式６ 

社会体験研修 

記録簿 

社体 

様式７ 

社会体験研修 

報告書 

 


